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「ＶＭＰ（車両、機械、部品）の輸入衛生基準」
の概要 
 
 

• 「ＶＭＰ（車両・機械・部品、以下ＶＭＰとする）の輸入衛生基準」は貨物としてニュー
ジーランドに到着する全ての車両（陸上・航空・海上）、機械、部品（タイヤを含む）が
対象となる。 

• この基準は、全ての新・中古ＶＭＰがニュージーランドに到着した際、クリーンでバイオ
セキュリティ汚染と規制された害虫がない状態でなければならないと定めている。 

• クサギカメムシのような害虫は、製造やサプライチェーンの経路で発見することは難しい
ことから、この基準にはクサギカメムシのリスク管理に特化した措置が含まれている。 

 
到着前処理、又は 
到着前の承認されたシステム管理、又は 

該当する場合は、「メーカー申告書」により新しいＶＭＰがクサギカメムシのリスク低
減のための保管方法を経て輸出されたことを確認 
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ＶＭＰ基準見直しの理由 

 

1. 「ＶＭＰ輸入衛生基準」のレイアウトを見やすくするため。 

2. ＶＭＰ輸入衛生プロセスにおいてロジ的な実用性の問題に対処する小さ
な変更を導入するため。 

3. クサギカメムシのリスク管理のために可能な部分について以下の措置を
とる： 

 「メーカー申告書」の導入 

 新たに4つのヨーロッパの国を「クサギカメムシ・リスク国」 
リストに加える 
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ＶＭＰが航空輸送で到着した際の条件 
 

 

• 航空輸送されるＶＭＰはクリーンでバイオセキュリティ汚染や規制された
害虫がない状態であること（クサギカメムシ管理の対象とはならない）。 

 

• 船舶輸送されるＶＭＰはクリーンでバイオセキュリティ汚染や規制された
害虫がなく、且つ、クサギカメムシ管理などの特別な措置が求める条件を
満たすこと。 
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「メーカー申告書」  
(The Manufacturer’s Declaration) 
 

 

 

低リスクの新しいＶＭＰの中で、屋内で保管され密閉されたコンテナに
よって輸出され、且つ、到着前に「メーカー申告書」に署名されたものに
ついては、クサギカメムシ用処理やシステム管理の対象から免除すること
ができる。 
 
「メーカー申告書」は下記の商品を対象とする： 
 
 新しい機械（運転機能のない種類） 
 新しいジェットスキー、水上スクーター 
 新しいタイヤ 
 新しい車両や機械部品類 
 新しい小型車両類（ＡＴＶ、オートバイ、ゴルフカート、ゴーカート、スクーター、 

ＳｘＳ，スノーモービル、四輪バイク、三輪車） 
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申告義務化の理由 
 

• 「ＶＭＰ輸入衛生基準」を認識し必要な免除基準を満たしていることを 
ＭＰＩに示すため。  

• 新しいＶＭＰにクサギカメムシ及びその他の害虫がいない状態を維持する
ための保管方法に対する意識を向上させるため。 

• ニュージーランドに到着する新しいＶＭＰのクサギカメムシ発見防止に 
寄与する可能性がある。これにより新しいＶＭＰに対して、将来より厳格
な措置（処理やシステム管理など）を行う必要がないようにする。 
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「メーカー申告書」は誰が記入するか 
  
メーカー、輸出者、輸入者、代理店、ディストリビューターが書類に記入する
ことができる。ただし、輸入者、代理店、ディストリビューターは、記入の前
に内容が正確であることをメーカーと確認しなければならない。このことは 
下記のとおり全てのフォームに記述されている。 
 
 
 
 
 
 
 

 

ＭＰＩは、申告が正確でないとする証拠を見つけた場合には、輸出者/輸入者
又はメーカーに連絡する。 24 August 2020 7 



 
 
「メーカー申告書」は誰が提出するか 
 
•  ＭＰＩは、輸入の際に必要となる署名された申告書を誰が提出すべきか
について指定していない。（注：ここでいう「提出」とは書類を渡す・送信するの意） 

 

• 一連の輸入のための書類を提出する代理店でもよいし、輸出者自身がこの
プロセスを管理してもよい。 
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「メーカー申告書」はいつ提出するか 

• 物品がニュージーランドに到着する前に提出しなければならない。 

• 全ての必要輸入関係書類は遅延を避けるためにも可及的速やかに提出すべ
きである。ＭＰＩの書類検査官は、バイオセキユリティ・クリアランスの
時間短縮のために物品が到着する前に全ての書類検査を終えられるように
したい。 
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申告書の記入   
 
 

• 商品タイプによってそれぞれ申告書 
テンプレートが用意されている。  
このテンプレートは、輸入者/輸出者の

ための情報部分と、輸入衛生基準に関連
した記入義務のある部分(Mandatory 
Details)から成っている。 

• 記入義務のある部分は右の黄色でハイラ
イトされた部分である。 
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申告書の記入 

Mandatory Detailsに氏名・ 

会社名などを記入し、基準
で求められている内容の 
うち該当するもの全てのYes
にレ点をつける。 
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申告書の記入 

 

• 「メーカー申告書」には、物品に関する 
記述、パッケージ総数、リスク物品が 

搭載されたコンテナ番号、申告者情報等
を記入する必要はない。 

• しかし、「ＶＭＰ輸入衛生基準」には、
基本的なバイオセキュリティ・クリアラ
ンスのためにＭＰＩに提出すべき共通の
情報記入事項があり、それは右の２.１に

定められている。この内容は新しいもの
ではないが、表現が変わっているものも
ある。 
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申告書が提出されなかった場合 
 
• ＭＰＩは、これが新しい措置であり、自社の物品がＭＰＩが求めるＶＭＰ基準の
対象になっていることを知らないケースがある可能性を認識している。 

 

• 申告書が提出されなかった場合、ＭＰＩはメーカー/輸出者/輸入者に連絡し、正
しい「メーカー申告書」と関連情報について連絡する。 

• それにもかかわらず申告書が引き続き提出されなかった場合には、当該メーカー
/輸出者/輸入者は免除措置を受けられなくなる可能性がある（代わりに何らかの
処理が求められる）。 
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新しい機械 
 
• 新しい機械のなかでも「メーカー申告
書」の提出の必要のないものもある。 

•  低リスクの機械は「メーカー申告
書」提出の必要はないが、免除基準は
満たさなければならない。 

•  ＭＰＩは全ての新しい機械に対して
クサギカメムシの確認とモニタリング
を行う。 

• 個々の新しい機械が「メーカー申告
書」提出の対象となるか不明な場合は
次ページにあるＭＰＩの代表メールア
ドレスへお問い合わせください。 
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連絡先: 
 

 

この件に関するご質問は standards@mpi.govt.nz  までメールで 
お問合せください。 
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